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資料－３ （案） 

第３章 霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区自然再生協議会の組織及び役割分担 

第１節 霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区自然再生協議会設置要綱 
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霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区自然再生協議会 設置要綱 

 

第 1章 総則 

 

(設置) 

第 1条 霞ヶ浦(西浦)中岸の湖岸域に係る自然環境の再生を図るため、自然再生推進法（平成 14

年法律第 148 号）第 8条に基づく自然再生協議会を設置する。 

 

(名称) 

第 2条 設置する自然再生協議会の名称は、霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区自然再生協議会 (以下

「協議会」という)とする。 

 

(自然再生事業対象区域) 

第 3 条 協議会が対象とする自然再生事業対象区域は、霞ヶ浦（西浦）中岸の田村揚排水樋管か

ら戸崎 1号排水樋管に至る区間（概ね西浦中岸 6.0km～9.5km の区間）の湖岸域とする。 

2 前項に掲げる区域を田村・沖宿・戸崎自然再生地（以下「自然再生地」という）と称する。 

 

第 2 章 目的及び協議会所掌事務 

 

(目的) 

第 4 条 協議会は、自然再生地における自然再生事業（以下「自然再生事業」という）の実施に

あたり、その構想を作成し、自然再生事業に関する実施計画の案について協議し、及び自然再

生事業の実施に係る連絡調整を行うことを目的とする。 

 

(協議会所掌事務) 

第 5条 協議会は、次の事務を行う。 

(1) 自然再生地に係る自然再生全体構想を作成すること。 

(2) 自然再生地に係る自然再生事業実施計画の案について協議すること。 

(3) 自然再生地における維持管理及び改良を含む自然再生事業の実施に係る連絡調整を行う

こと。 

 

第 3 章 委員 

 

(委員) 

第 6条 協議会は、次の各項について選出される委員をもって構成する。 

(1) 自然再生事業に参加しようとする茨城県に在住若しくは在勤する個人、又は茨城県内に活

動の根拠を置く法人若しくは団体の代表者  

 (2) 自然再生地に係る土地所有者等であって、自然再生事業に参加しようとする者 

 (3) 自然再生地を含む霞ヶ浦の自然環境に関して専門的知識を有する者 
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 (4) 自然再生地を行政範囲に含む茨城県、土浦市及びかすみがうら市の職員 

 (5) 自然再生地の管理に携わる国土交通省及び独立行政法人水資源機構の職員 

2 前項第 1号に係る委員の選出は公募による。 

3 委員の任期は 2年とし、再任を妨げない。ただし、協議会の設立時に委員であった者の任期に

ついては、この要綱を定める日から平成 22 年 3 月 31 日までとする。 

 

(途中参加委員) 

第 7条 協議会には、前条による委員のほか、途中参加委員を加えることができる。途中参加委員

の任期は第 6条に定める委員の残任期間に同じとする。 

2 協議会の委員から推薦された者は、第 12 条に定める協議会の会議における合意を経て途中参

加委員となることができる。但し、協議会の委員の推薦から第１２条に定める協議会における

合意が得られる迄の期間は、会長及び協議会運営事務局の確認を経て事業活動に参加すること

ができる。 

3 その他途中参加委員となることを希望する者は、第 15 条に定める運営事務局に対しその意思

表示を行い、第 12 条に定める協議会の会議における合意を経て、途中参加委員となることがで

きる。但し、参加希望者の申し出から第１２条に定める協議会における合意が得られる迄の期

間は、会長及び協議会運営事務局の確認を経て事業活動に参加することができる。 

 

(委員資格の喪失) 

第 8条 委員は、次の事由によって、その資格を喪失する。 

 (1) 辞任 

 (2) 死亡若しくは失踪の宣告、又は委員が属する団体若しくは法人の解散 

 (3) 解任 

 

(辞任) 

第 9条 委員は、やむを得なき事由ある場合は、辞任することができる。なお、辞任しようとする

者は、第 15 条に規定する運営事務局に連絡しなければならない。 

 

(解任) 

第 10 条 協議会の名誉を傷つけ、又は協議会の目的、自然再生推進法若しくは同法第 7 条に規定

する自然再生基本方針に反する行為があった場合には、協議会は、第 12 条に規定する協議会の

会議における出席委員の過半数の賛同を経て委員を解任することができる。 

2 解任の決定を諮るに先立ち、解任されようとする者には、協議会の会議において弁明の機会が

与えられなければならない。 

 

第 4 章 会長及び副会長 

 

(会長及び副会長) 

第 11 条 協議会に会長 1名及び副会長 1名を置く。 

2 会長及び副会長の選出は委員の互選による。 
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3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。 

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合は職務を代行する。 

 

第 5 章 会議及び専門委員会 

 

(協議会の会議) 

第 12 条 協議会の会議（以下「会議」という）は、会長が招集する。 

2 会長は会議の議長となる。 

3 議長は、会議の進行に際して専門的知識を有する者の意見を徴することが妥当と認める場合又

は委員から専門的知識を有する者からの意見聴取の発議があり、かつ会議における合意を得た

場合には、専門委員会を設置し、会議のほかに専門的協議を行うよう要請することができる。 

 

(専門委員会) 

第 13 条 専門委員会の委員は協議会の委員のうちから選任する。 

2 議長は専門委員会の委員長 1名を指名する。委員長は専門委員会を統轄するとともに、副委員

長 1名を指名してその補佐を受ける。 

3 専門委員会は、付託された専門事項について協議し議長に報告する。 

4 専門委員会は、必要と認める場合、委員でない専門的知見を有する者の出席を求めて意見を徴

することができる。 

 

(公開) 

第 14 条 協議会の会議は公開を原則とする。 

2 会議の開催に関する事項及び議事要旨等については、霞ヶ浦河川事務所ホームページに掲載す

ることにより公開する。 

 

第 6 章 運営事務局 

 

(運営事務局) 

第 15 条 協議会の会務を円滑に処するため、国土交通省関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所に運営

事務局を置く。 

2 協議会の委員は運営事務局の事務に参加することができる。 

 

(運営事務局の所掌事務) 

第 16 条 運営事務局は、次に掲げる事項に関する事務を行う。 

 (1) 会議等（専門委員会を含む。以下同じ）の開催、協議及び進行その他に関する事項 

 (2) 会議等の議事録及び議事要旨の作成並びにその公開に関する事項 

 (3) その他協議会の運営に関し、会長が必要と認める事項 
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第 7章 補則 

 

(要綱施行) 

第 17 条 この要綱に定めることのほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会議における合意

を経て会長が別に定める。 

  

(要綱改正) 

第 18 条 この要綱の改定は、委員の過半数が出席する会議における過半数の同意による。 

2 要綱の改定に係る委員の発議は、出席委員の過半数の賛同により採択し、採択した案件につい

ては可能な限り速やかに協議する。 

 

 

附 則 

1 この要綱は、平成 16 年 10 月 31 日から施行する。 

2 この要綱は、平成 17 年 10 月 2 日から施行する。 

3 この要綱は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

4 この要綱は、平成 21 年 3 月 1 日から施工する。 

（※第６条３項の変更 協議会了承日の翌日から施行） 
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（五十音順）

住所・所在地

1 前田　修　※１ マエダ　オサム　　　※１ 　　湖沼生態学

2 平井　幸弘　※１ ヒライ　ユキヒロ　※１ 　　自然地理学・環境地形学

川前　政幸　※２ カワマエ　マサユキ

小斉　和宏　※８ コサイ　カズヒロ　※８

大川　雅登　※１４ オオカワ　マサト　※１４

鈴木　正伸 スズキ　マサノブ

4 須田　直之 スダ　ナオユキ 　　生物生態学　

5 西廣  淳  ニシヒロ　ジュン 　　植物生態学

1 荒尾　稔 アラオ　ミノル 　　日本雁を保護する会 東京都文京区

2 飯島　博 イイジマ　ヒロシ 　　特定非営利活動法人　アサザ基金 代表理事 牛久市

3 飯田　農夫男　※９ イイダ　ノブオ　※９ 　　石岡の自然を守る会 代表 かすみがうら市

4 今泉　忠男 イマイズミ　タダオ 　　かすみがうら市漁業協同組合 かすみがうら市

5 岩瀬　栄一 イワセ　エイイチ 　　沖宿下石田干拓水利組合 組合長 土浦市

吉田　慎也　※８ ヨシダ　シンヤ　※８

大川　健一　※１４ オオカワ　ケンイチ　※１４

菅谷　博志 スガヤ　ヒロシ 土浦市

大野　昭一　※２ オオノ　ショウイチ　※２

脇島　善朗　※８ ワキシマ　ヨシロウ　※８

池田　啓一　※１１ イケダ　ケイイチ　※１１

小松崎　雅雄　※１４ コマツザキ　マサオ　※１４

木下　謹子 キノシタ　キンコ 土浦市

8 酒井　京司　※１０ サカイ　キョウジ　※１０ 　　ＪＡ土浦　田村蓮根共撰部会 土浦市

戸井　要雄　※８ トイ　トシオ※10

鈴木　則雄　※１４ スズキ　ノリオ　※１４

古仁所　洋一 コニショ　ヨウイチ 土浦市

10 瀬古沢　登 セコザワ　ノボル 　　土浦第一漁業協同組合 理事組合長 土浦市

浜田　忠　※８ ハマダ　タダシ　※８

高野　健一　※１１ タカノ　ケンイチ　※１１

戸井　克則　※１２ トイ　カツノリ　※１２

浜田　浩幸 ハマダ　ヒロユキ 土浦市

12 浜田　文男 ハマダ　フミオ 　　湖岸住民の会 代表幹事 土浦市

13 坂東　秀樹 バンドウ　ヒデキ 　　特定非営利活動法人　エコタウンほこた 代表理事 鉾田市

堀越　昭　※１４ ホリコシ　アキラ　※１４ 土浦市

吉田　薫 ヨシダ　カオル 　

酒井　規勝　※７ サカイ　ノリカツ　※７ 麻生町

本間　崇元 ホンマ　タカモト 行方市

浜田　諭吉　※８ ハマダ　ユキチ　※８

山口　武久　※１４ ヤマグチ　タケヒサ　※１４

土肥　久 ドイ　ヒサシ 土浦市

17 横山　鉄夫 ヨコヤマ　テツオ 　　(有）ワールドバスソサエティー（W.B.S.) 会長 東京都練馬区

18 有吉　潔 アリヨシ　キヨシ 土浦市

19 石川　享市 イシカワ　キョウイチ 水戸市

20 伊藤　春樹 イトウ　ハルキ 美浦村

21 植田　昌明 ウエダ　マサアキ 阿見町

22 大川　幸一 オオカワ　コウイチ 土浦市

23 貝塚　勇 カイヅカ　イサム 土浦市

24 菊地　敏夫 キクチ　トシオ 土浦市

25 古仁所　洋一 コニショ　ヨウイチ 土浦市

26 酒井　武一郎 サカイ　タケイチロウ 土浦市

27 清水　浩　※１３ シミズ　ヒロシ　※１３ 土浦市
28 城之内　健一 ジョウノウチ　ケンイチ 千葉県香取市

29 鈴木　康夫 スズキ　ヤスオ 石岡市

30 諏訪　茂子 スワ　シゲコ 牛久市

31 高野　哲夫 タカノ　テツオ 土浦市

32 高橋　修一 タカハシ　シュウイチ 行方市

33 高村　典子　※９ タカムラ　ノリコ　※９ つくば市

34 滝　雅己 タキ　マサミ 土浦市

35 館野　正善　※３ タテノ　マサヨシ　※３

36 千野　繁　※１５ チノ　シゲル　※１５ 牛久市

37 沼澤　篤 ヌマザワ　アツシ 土浦市

38 野原　小右二　※４ ノハラ　コウジ

39 羽成　文雄 ハナリ　フミオ 土浦市

40 浜田　越子 ハマダ　エツコ 土浦市

41 浜田　忠良 ハマダ　タダヨシ 土浦市

42 浜田　陽一　※１５ ハマダ　ヨウイチ　※１５ 土浦市

43 藤野　佳織 フジノ　カオリ 東京都世田谷区

44 牧　文一郎 マキ　ブンイチロウ 千葉県柏市

45 宮本　暢夫 ミヤモト　ノブオ かすみがうら市

46 村本　弘章 ムラモト　ヒロアキ かすみがうら市

47 八島　八郎　※９ ヤシマ　ハチロウ　※９ 土浦市
48 安田　麻耶子 ヤスダ　マヤコ 潮来市

49 山根　幸美 ヤマネ　ユキミ 土浦市

50 山本　秀春　※９ ヤマモト　ヒデハル　※９ かすみがうら市

51 吉田　明子 ヨシダ　アキコ 土浦市

52 吉田　幸二 ヨシダ　コウジ 阿見町

53 吉田　智行 ヨシダ　トモユキ 土浦市

54 和田　哲男　※９ ワダ　テツオ　※９ 阿見町
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※１０ ： 第１１回協議会（平成１８年９月３０日）にて辞任

           氏名

※１ ： 前田委員を会長、平井委員を副会長に選出

※２ ： 第５回協議会（平成１７年５月２１日）より変更

※３ ： 第５回協議会（平成１７年５月２１日）にて辞任

※４ ： 第６回協議会（平成１７年７月２３日）にて辞任
※５ ： 平成１７年度より、茨城県生活環境部霞ヶ浦対策課を２組織に編成

※６ ： 平成１７年度より、組織名称変更

※１５ ： 第１９回協議会（平成２１年２月２８日）にて辞任

国土交通省　霞ヶ浦河川事務所長
独立行政法人水資源機構 利根川下流総合管理所長（霞ヶ浦開発総合管理所）　※６

※７ ： 第７回協議会（平成１７年１０月２日）より変更

※１１ ： 第１３回協議会（平成１９年３月２４日）にて変更

個人

団体

茨城県 農林水産部霞ヶ浦北浦水産事務所長

関係行政機関

会長

理事長

茨城県 企画部水・土地計画課　課長

茨城県 農林水産部農地局農村計画課　課長

茨城県 生活環境部環境政策課　課長　※５

茨城県 生活環境部環境対策課　課長　※５

茨城県 霞ヶ浦環境科学センター 副センター長

地方公共団体

茨城県 農林水産部水産振興課　課長

かすみがうら市 環境保全課　課長(霞ヶ浦町環境防災課)

茨城県 農林水産部漁政課　課長

区長

　　上大津東小学校PTA

　　沖宿土地改良区

　　沖宿町消防団

　　特定非営利活動法人　水質協会（茨城分室）

　　社団法人霞ヶ浦市民協会

団長

理事

茨城県 企画部地域計画課　課長

　　沖宿町町内会（区）

土浦市 環境保全課　課長

※１４ ： 第１９回協議会（平成２１年２月２８日）にて変更

茨城県 農林水産部農地局農村環境課　課長

茨城県 土木部河川課　課長

※１２ ： 第１７回協議会（平成１９年９月９日）にて変更

※１３ ： 第１７回協議会（平成１９年９月９日）にて辞任

※８ ： 第１０回協議会（平成１８年７月８日）より変更

※９ ： 第１０回協議会（平成１８年７月８日）にて辞任

専門家
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霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区自然再生協議会・委員名簿

第2節　協議会委員名簿

11

区長　　田村町区

公募委員

理事長

専門分野または所属

　　魚類　茨城県内水面水産試験場長


